
現
況
届
の
提
出
を

　
七
月
末
に
受
給
者
の
方
へ
必
要
書
類
を
郵

送
し
ま
し
た
の
で

役
場
一
階
五
番
窓
口
福

祉
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

手
当
を
受
給

中
の
方
で
事
実
婚
を
し
て
い
る
場
合
は

手

当
の
喪
失
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い

事
実
婚

よ
り
後
に
受
け
取

た
手
当
が
あ
る
場
合
は

返
還
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す

▼

受
付
期
間
　
八
月
三
日 (

月)

八
月
三
十
一

日(

月)

土
・
日
曜
日
は
除
く

▼
問
合
せ

福
祉
課
子
育
て
支
援
係
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・
０
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手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
下
表

に
該
当
す
る
方
で
す

必
要
書
類
は
八
月
上

旬
に
送
付
し
ま
す

必
要
事
項
を
記
入
・
捺
印

の
上

役
場
一
階
五
番
窓
口
福
祉
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い

ま
た

特
別
養
護
老
人
ホ

ム
・
介
護
老
人
保
健
施
設
・
介
護
保
険
適
用
の

介
護
療
養
型
医
療
施
設
・
障
害
者
支
援
施
設

な
ど
の
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
や
病
院
に

三
か
月
以
上
入
院
し
て
い
る
方
は

県
在
宅

重
度
障
害
者
手
当

特
別
障
害
者
手
当

障
害

児
福
祉
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

喪
失
の

手
続
を
し
て
く
だ
さ
い

▼
受
付
期
間
　
八

月
十
一
日

火

九
月
十
日

木

臨
時
福
祉
給
付
金
申
請
受
付

﹁
振
り
込
め
詐
欺
﹂
や
﹁
個
人
情
報
の
詐
取
﹂

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
平
成
二
十
六
年
四
月
か
ら
の
消
費
税
率
の

引
上
げ
に
よ
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め

所

得
の
低
い
方
に
対
し
て

暫
定
的
・
臨
時
的

な
措
置
と
し
て

臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給

し
ま
す

▼
支
給
対
象
者
　
平
成
二
十
七
年

一
月
一
日
に
豊
山
町
に
住
民
登
録
が
さ
れ
て

お
り

平
成
二
十
七
年
度
分
町
民
税

均
等

割

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方
　
※
た
だ
し

町
民
税

均
等
割

が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

の
被
扶
養
者
と
な

て
い
る
場
合
や
生
活
保

護
制
度
の
被
保
護
者
と
な

て
い
る
場
合
な

ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
▼
支
給
額
　
支
給

対
象
者
一
人
に
つ
き
六
千
円

一
回
限
り
の

支
給

▼
申
請
手
続
　
対
象
と
思
わ
れ
る
世

帯
に
は

八
月
十
日

月

に
町
か
ら
制
度
の

案
内
と
申
請
書
を
送
付
す
る
予
定
で
す

申

請
書
と
必
要
書
類
を
直
接
お
持
ち
い
た
だ
く

か

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
▼
申
請
期
間
　
八

月
十
五
日

土

十
一
月
十
六
日

月

土
・

日
曜
日

祝
日
を
除
く

た
だ
し

八
月
十

五
日

土

・
十
六
日

日

は
受
け
付
け
ま
す

▼
申
請
窓
口
　
役
場
二
階
会
議
室
二
　
※
十

月
二
十
六
日

月

か
ら
は

役
場
一
階
五
番

窓
口
福
祉
課
で
受
け
付
け
ま
す

　
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ

銀
行
・

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払
機

の
操

作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん

ま
た

町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
臨
時

福
祉
給
付
金
を
支
給
す
る
た
め
に
手
数
料
な

ど
の
振
込
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま

せ
ん

▼
問
合
せ
　
臨
時
福
祉
給
付
金
等
専
用
ダ
イ

ヤ
ル   

28
・
０
1
8
3

　
福
祉
課
福
祉
係   
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児童館イベント情報

8/4

夏休み

粘土でまちづくり
 マイクロバスにあそびを詰め込んだ移動児童館

「ゆめたま号」がやってきます。たくさんの粘土

を使って、みんなと一緒に大きなまちをつくりま

す。参加希望者は、お近くの町内児童館にお申し

込みください。　と　き　8月4日（火）　午前10時

〜正午　ところ　しいの木児童センター　対　象

小学生　定　員　50名（定員になり次第締切）　

持ち物　タオルと水筒　その他　動きやすく、汚

れてもよい服装で来てください　問合せ　しいの

木児童センター　☎39・0114

8/21 アートバルーン教室

　風船をふくらませ、ひねったり曲げたりしな

がら、動物や花などいろいろなものを作ります。

参加希望者は、お近くの町内各児童館にお申し

込みください。　と　き　8月21日（金）　午前

10時〜正午　ところ　ひまわり児童館　対　象

小学生　定　員　20名（定員になり次第締切）

　持ち物　水筒、タオル　問合せ　ひまわり児童

館　☎39・3600

▼
▼

▼

▼

▼

▼

▼
▼ ▼

▼

▼

▼

▼

広報とよやま平成27年8月号

町政あんない7

町

政

あ

ん

な

い

手当の種類 対象となる方国・県の別

県在宅重度障害者手当

特 別 障 害 者 手 当

障 害 児 福 祉 手 当

特 別 児 童 扶 養 手 当

県

国

国

国

身体障がい者１級または２級の手帳所持の方。知
的障がい者でＩＱ35以下の方。身体障がい者３級
および知的障がい者ＩＱ50以下の方。

20歳未満の児童で身体障がい者１級の障がいを有
する児童、または知的障がいＩＱ20以下の児童。

身体障がい者１級から３級または知的障がいＩＱ
50以下の障がい、病状のある20歳未満の児童を育
てている保護者。

20歳以上の方で身体障がい者２級以上の障がいを
重複して有する方、または身体障がい者２級以上
の障がいを有し、知的障がいＩＱ20以下の方。

別表（対象者一覧）

※国制度と県制度の手当を同時に受給することはできません。 

県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
、
特
別
障
害
者
手

当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

児
童
扶
養
手
当
、
県
遺
児
手
当
、
町
子
ど
も

福
祉
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

▼
問
合
せ
　  

福
祉
課
福
祉
係
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